
 

 

本市では、「令和６年能登半島地震」災害発生に伴う支援金の受付を次のとおり行います。 

 

１ 受付期間 

  令和６年１月４日（木）から 

 

２ 受付方法 

  次の場所に募金箱を設置します。 

  ・竹原市役所 １階ロビー 

  ・忠海支所 

 

３ 支援金の取扱い 

  支援金は、竹原市から日本赤十字社等を通じて被災地へ送金させていただきます。 

 

４ 救援物資の受付について 

  支援金のみの受付とし、救援物資の受付は行いません。 

 

 問い合わせ 

 総務企画部 危機管理課 防災安全担当 担当：岡元 

 ＴＥＬ0846-22-2283 ＦＡＸ0846-22-8579 

 

元気と笑顔が織り成す 暮らし誇らし、竹原市。 

 

竹原市 記者発表資料  1枚(本状含む) 

 令和６年１月２日 

令和６年度能登半島地震災害に伴う支援金の受付開始について


